
2022 年 9 月１４日 

 

感染症治癒報告書 ～ 新型コロナウイルス感染症に関連したもの ① 
 

国本女子中学校・高等学校⾧殿 

中学校・高等学校   年   組 生徒氏名                

出席停止理由 発熱があったため → ①へ/ 

濃厚接触者となったため → ②へ/ 

同居する家族に 37.3℃以上の発熱等、風邪症状が見られた場合 → ③へ 

新型コロナウィルス感染症に罹患した場合 → ④へ 

 

① 発熱があった場合 ※発熱の目安：37.3℃以上。ただし、37.3℃未満の場合も体調不良の場合は無理

な登校は控えてください。高熱の場合、可能な限り医療機関を受診するようにしてください。 
主な症状：                                         

解熱剤を使用せず解熱後、１日経過した後に登校可能。 

 

下記の表に回復までの経過をご記入ください。 

 

医療機関を受診した場合       受診医療機関名                       

 

医療機関での PCR・抗原検査  陽性 ・ 陰性   受診年月日      年    月    日 

 

診断の結果：                                            

 

記入年月日    年    月    日   保護者署名            印 

 

  

発症日から 0 日 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 8 日 9 日 

日付 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 

体温 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 

解熱剤 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

その他の症状 

( 咳 ・ 頭 痛

等） 

          

担任→ 教務部⾧→ 保健室 

   



2022 年 9 月１４日 

 

感染症治癒報告書 ～ 新型コロナウイルス感染症に関連したもの ②、③ 
 

国本女子中学校・高等学校⾧殿 

中学校・高等学校   年   組 生徒氏名                

 

② 本人が濃厚接触となった場合 
※感染者との最終接触日、または家庭内の場合は隔離等の感染対策を講じた日を 0 日とし、翌日から５日間

は登校出来ません。（※ただし、厚労省より薬事認定された抗原検査キットで２日目、３日目に検査し、いずれ

も陰性であれば翌日より登校が可能です。） 

感染者との関係(父・母等)：            

 

感染者との最終接触日：     年   月   日（ ）    時頃 

 

病院からの指示： 

                                                  

 
生徒欠席期間     年   月   日～       年   月   日 

 

記入年月日    年    月    日   保護者署名            印 

 

③同居する家族に 37.3℃以上の発熱等、風邪症状が見られた場合 
同居者の回復をもって、登校可能とします。 

体調不良が見られた同居者は？：                      (例：父、母、妹等) 

同居者の症状：                           (例：38.2℃の発熱・咳、等) 

同居者の発症から回復までの期間：発症日  月  日 ／ 回復日  月  日 

 

生徒欠席期間     年   月   日～       年   月   日 
 

 

記入年月日    年    月    日   保護者署名            印 

 

  

担任→ 教務部⾧→ 保健室 

   



2022 年 9 月１４日 

 

感染症治癒報告書 ～ 新型コロナウイルス感染症に関連したもの④ 
国本女子中学校・高等学校⾧殿 

中学校・高等学校   年   組 生徒氏名                

 

④新型コロナウィルス感染症に罹患した場合 
 

罹患の場所：                   診断確定日：             

 

罹患原因となった感染者との関係(家族・友人)：                        

 

病院からの指示： 

                                                  

 

生徒欠席期間     年   月   日～       年   月   日 

 

記入年月日    年    月    日   保護者署名            印 

 

※療養中も健康観察シートの記録を行い、最初の登校時にご提出ください。 

 

新型コロナウィルス感染症に罹患した場合は、下記の内容に従っていただきます。 
登校には発症後（または診断確定後）に少なくとも７日が経過している。かつ、症状軽快から２４時間以上経過

している必要があります。（※ただし、無症状の場合は５日間目に厚労省より薬事認定された抗原検査キットで

検査し陰性であれば翌日より登校可能です。） 

療養期間について、必ず担任までご報告をお願い致します。療養期間が終了し、登校する前日に体調等に問題

がないか、担任までご連絡下さい。 

療養期間が終了後も発熱やひどい咳等の体調不良がある場合は登校を控え、医師にご相談下さい。 

 

 

担任→ 教務部⾧→ 保健室 

   


